
令和６年度２０年経験者研修会（小学校・中学校）実施計画 
 

１ 目  的 

これまでの教職経験を振り返り、職務遂行のあり方を見つめ直すとともに、今日的学校課題に対する

理解を深め、高い識見に基づいて学校運営に参加することができるような資質・能力の向上を図る。 

 

２ 主  催  宮城県教育委員会 

 

３ 対  象 

令和６年４月１日現在において在職期間が２０年を経過した教諭、養護教諭、栄養教諭 

※ 過年度未受講者を含む 
 

【留意事項】 

 （１） 対象となる公立学校は、小学校、中学校、義務教育学校とする。（ただし、仙台市立学校を除

く。） 

 （２） 校長、副校長、教頭、主幹教諭、管理主事、社会教育主事、指導主事の職にある者及びこれら

の職の経験者は対象から除く。 

 （３） 栄養教諭の在職期間には、学校栄養職員としての経験年数を加算しない。 

 （４） 在職期間には、異なる職で在籍した経験年数は加算しない。 

 （５） 県外及び私立の学校の教職経験年数は、当該在職期間に通算する。 

 （６） 臨時的に任用された期間及び職員団体の役員として専ら従事した期間は、当該在職期間に通算

しない。 

 （７） 休職等の期間が引き続き１年以上の場合、その期間の年数（１年未満の端数があるときには、

これを切り捨てた年数）を当該在職期間から除算する。 

 （８） 育児休業等の期間が引き続き１年以上の場合、その期間の年数（１年未満の端数があるときに

は、これを切り捨てた年数）を当該在職期間から除算する。 

 （９） 対象年度に受講できなかった者は、翌年度の受講対象者となる。 

 

４ 期  日  令和６年５月３１日（金）   

 

５ 会  場  宮城県総合教育センター  

 

６ 内  容 

 （１） 講義・演習「組織を活性化するコミュニケーションの在り方」（仮） 

（２） 協議「主体的・対話的で深い学びの実現のために」 

ＮＩＴＳ校内研修シリーズ No.２５「『主体的・対話的で深い学び』の実現に向けて」を視聴 

し、動画の内容を基に、協議を行う。 

（３） 講義「組織における２０年経験者の役割」（仮） 

 

７ 受講に係る留意事項 

 （１） 受講申込 

   ① Ｍナビオンライン「受講管理システム」から指定された期日までに受講者が確実に行う。 

   ② 育児休業、休職、その他やむを得ない理由で受講延期をする場合は、年度当初に申込手続きを

せず「延期願」（センター様式第２号）（「令和６年度宮城県教職員研修計画」ｐ３９～ｐ４２参

照）を提出する。複数年度にまたがる場合は毎年４月に提出する。 

 （２） 受講準備 

   ① 協議の分科会のための調査 

     令和６年４月１日（月）～４月１２日（金）に、下記より Google Forms に接続し、回答する。 

     ※受講申込と同時に、確実に回答する。 

    【URL】https://forms.gle/D5rfDsHeg8p6PQvLA 

 

 

 

https://forms.gle/D5rfDsHeg8p6PQvLA


   ② 動画の事前視聴 

     令和６年４月２２日（月）～５月３０日（木）に、ｅラーニングシステム内にある「ＮＩＴＳ 

校内研修シリーズ No.２５「『主体的・対話的で深い学び』の実現に向けて」（約２５分）を視 

聴する。 

※やむを得ない事情で事前の視聴が難しい場合は、当日９時１０分から研修会場で動画を見ら 

れるように準備するので、間に合うよう来所する。 

   ③ 協議について 

     協議のはじめに、１人６分程度で各自の実践について発表する。次の項目ア、イについて、発 

表できるように手持ち資料等を準備する（提出不要）。 

 ア 「主体的・対話的で深い学び」の実現のための、各自の取組や課題について 

イ 「主体的・対話的で深い学び」の実現のために、深化発展期の教員として、所属校で果た 

すべき役割に対して、今後実践していきたいこと 

       ※「深化発展期の教員に求められる資質能力」については、「教員のライフステージとみ 

やぎの教員に求められる資質能力（令和６年度宮城県教職員研修計画 P９、１０）」を 

参照。 

   ④ 総合教育センターが実施する研修については、各受講者がＭナビオンライン「受講管理システ

ム」の「研修会情報」を確認し、研修に向けた準備を行う。 

 

 （３） 欠席について 

   ① 市町村立学校の場合 

     教頭等が、所管の教育委員会に相談の上、やむを得ない理由で欠席する場合は、研修担当に電

話連絡を行う。その後、所管の教育委員会、教育事務所を経由して、総合教育センター所長宛て

に「欠席届」（センター様式第１号）を提出する。 

   ② 県立学校の場合 

     教頭等が、研修担当に電話連絡を行い、やむを得ない理由で欠席する場合は、総合教育センタ

ー所長宛てに「欠席届」（センター様式第１号）を提出する。 


